








 

個 別 注 記 表 

 

株式会社ＤＮＰソーシャルリンク 

 

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

 

１．棚卸資産の評価基準および評価方法 

貯蔵品 

商品 

個別法による原価法 

個別法による原価法 

(貸借対照表価額については、収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定） 

 

２．固定資産の減価償却方法 

(1) 有形固定資産 

(リース資産を除く） 

定率法によっております。 

また、取得価額が１０万円以上２０万円未満の資産については、３

年間で均等償却する方法を採用しております。 

 

(2) 無形固定資産 

(リース資産を除く） 

 

定額法によっております。 

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能

期間を耐用年数(５年)とする定額法によっております。 

また、取得価額が１０万円以上２０万円未満の資産については、３

年間で均等償却する方法を採用しております。 

 

３．引当金の計上基準 

(1) 賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、翌事業年度に支給する賞与のう

ち、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。 

(2) 退職給付引当金 

 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度における退職給付債務

及び年金資産の見込み額に基づき計上しております。 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度まで

の期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっておりま

す。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定年数（１２年）による定率法により計算した額

をそれぞれ発生の翌事業年度から費用又は収益処理しております。 

なお、年金資産の額が、退職給付債務から未認識数理計算上の差異

を加減した額を超過しているため、当該超過額を投資その他の資産に

前払年金費用として表示しております。 

(3) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、取締役退職慰労金支給規則

に基づく期末要支給額を計上しております。 

(4) ポイント引当金 エルネ会員の将来のポイント行使による支出に備えるため、利用実

積率等に基づき算出した、翌期以降に利用されると見込まれるポイン

トに対する所要額を計上しております。 

 

  

  



 

４．収益の計上基準 

 マーケティング事業に関する収益は、主としてインターネッットポイントサービス「エルネ」

（以下、エルネ）を利用した販促ＤＭの送信やアンケート実施調査、アフィリエイトサービス

を行っており、顧客との契約に基づいて役務提供を行う履行義務を負っております。 

 

販促ＤＭ、アンケート実施調査に関する収益は、顧客と約束した配信や調査を行うことであ

り、ＤＭの送信完了および役務提供完了の一時点を以って履行義務が充足し、収益を認識して

おります。 

アフィリエイトサービスに関する収益は、顧客から依頼された提携リンク（広告）をエルネ

サイトへ掲載し、消費者が商品購入、資料請求やバナー広告クリック等の行為を行った実績に

応じて成果報酬を得ており、毎１日から月末日に消費者が当該行為を行った時に得意先は便益

を享受し、それら成果対象を一月単位で纏めた得意先が承認した一時点で収益を認識しており

ます。 

 

５．消費税等の会計処理方法 

   消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。 

 

Ⅱ．会計方針変更に関する注記 

 

１．収益認識に関する会計基準の適用 

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第２９号 ２０２０年３月３１日）等を当事業年 

度より適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと 

交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。 

この変更により計算書類への影響はありません。 

本会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において流動負債に表示していた「前 

受金」は、当該事業年度より「契約負債」として表示しております。 

 

Ⅲ．株主資本等変動計算書に関する注記 
 

１．当事業年度末日における発行済株式の総数                （単位：株） 

株 式 の 種 類 前期末株式 数 当期増加株式数 当期減少株式数 当 期 末 株 式 数 

普通株式 35,926 - - 35,926 

合 計 35,926 - - 35,926 

 

Ⅳ．その他の注記 

 

１．退職給付制度の移行 

２０２１年１０月１日より、退職給付制度の一部について確定拠出年金制度に移行しております。 

   この移行に伴う会計処理については、「退職給付制度間の移行に関する会計処理」(企業会計基準 

  適用指針第１号２０１６年１２月１６日及び「退職制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取 

扱い」(実務対応報告事項第２号２００７年２月７日)を適用しております。 

 本移行に伴い、当事業年度において、特別利益として退職制度改定益６,５９８,７０５円を計上 

しております。 

 

以 上 


